
富士山世界文化遺産協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 世界遺産一覧表に記載された富士山（以下「資産」という。）の保存管理及び

整備活用並びにその周辺環境の保全を推進するため、富士山世界文化遺産協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の事項を協議する。 

 (1)  資産の保存管理及び整備活用に関する事項 

 (2)  資産の周辺環境の保全に関する事項 

 (3) 世界遺産委員会への提出が必要な定期報告書等に関する事項  

（組織） 

第３条 協議会は、会長、副会長、委員及び監事をもって構成する。 

２ 会長及び副会長は、山梨県知事及び静岡県知事の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を総括する。 

４ 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。 

５ 委員及び監事は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

６ 監事は、協議会の会計を監査する。 

７ 協議会に別表２に掲げるオブザーバーを置く。 

（会議) 

第４条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、主宰する。 

２ 会長が、やむを得ない理由により協議会に出席することができないときは、会長

があらかじめ指名する者が、協議会を主宰する。 

３ 協議会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開催することができな

い。 

４ 委員は、やむを得ない理由により協議会に出席することができないときは、代理

の者を出席させることができることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席

とみなす。 

５ 協議会の議事は、出席した委員（前項に規定する代理の者を含む。以下同じ。）の

過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

６ 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（書面による決議） 

第４条の２ 会長は、やむを得ない理由により会議の招集が困難であるときは、書面

により委員の可否を伺い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。 

２ 書面による決議は、委員の３分の２以上の回答が得られなければ、会議の議決と

することができない。 
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３ 第１項に規定する場合においては、前条第４項の規定にかかわらず、委員の代理

はこれを認めない。 

４ 書面による決議は、回答の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

(作業部会) 

第５条 第２条の協議事項に関する詳細な検討を行うため、協議会に作業部会を置く。 

２ 作業部会の組織、その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(学術委員会) 

第６条 協議会は、専門家による学術的な見地からの助言を得るため、富士山世界文

化遺産学術委員会（以下「学術委員会」という。）を置く。 

２ 学術委員会の組織その他必要な事項は、会長が別に定める。 

(アドバイザー) 

第７条 第２条に規定する協議事項に関する助言を得るため、協議会に世界文化遺産

アドバイザーを置く。 

 (事務局) 

第８条 協議会に事務局を置く。 

（財務） 

第９条 協議会の運営に必要な経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の予算は、協議会の議決を経なければならない。 

３ 協議会の決算は、監事の監査に付した後、協議会に報告しなければならない。 

４ 協議会の会計及び財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（会計年度） 

第 10条 協議会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２４年 １月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年 ８月 ５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年 １月２２日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年 ３月２６日から施行する。 

   附 則 



この要綱は、平成２７年 ４月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年 ６月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年 ８月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ２年 ３月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

 

委 員 

委 員 

委 員 

 

監 事 

富士吉田市長 

富士吉田市教育委員会教育長 

身延町長 

身延町教育委員会教育長 

西桂町長 

西桂町教育委員会教育長 

忍野村長 

忍野村教育委員会教育長 

山中湖村長 

山中湖村教育委員会教育長 

鳴沢村長 

鳴沢村教育委員会教育長 

富士河口湖町長 

富士河口湖町教育委員会教育長 

富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合長 

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合長 

 

環境省関東地方環境事務所長 

林野庁関東森林管理局長 

国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所長 

 

山梨県会計管理者 

委 員 

委  員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

委 員 

 

 

監 事 

静岡市長 

沼津市長 

沼津市教育委員会教育長 

三島市長 

三島市教育委員会教育長 

富士宮市長 

富士宮市教育委員会教育長 

富士市長 

富士市教育委員会教育長 

御殿場市長 

御殿場市教育委員会教育長 

裾野市長 

裾野市教育委員会教育長 

清水町長 

清水町教育委員会教育長 

長泉町長 

長泉町教育委員会教育長 

小山町長 

小山町教育委員会教育長 

 

 

静岡県会計管理者 

 

 

別表２（第３条関係） 

オブザーバー 文化庁 

オブザーバー 環境省 

オブザーバー 林野庁 

オブザーバー 国土交通省 

オブザーバー 防衛省 

 


